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地 域 再 生 計 画 変 更 新 旧 対 照 表 

変  更  後 変  更  前 

４ 地域再生計画の目標 
 太田市は平成17年3月に旧太田市、尾島町、新田町および藪塚本町が合

併してできた新しい市である。本市は、群馬県東部に位置し、人口220,078
人（平成21年4月1日現在）、面積176.49平方キロメートルであり、南部

には利根川、北部には渡良瀬川が流れており、緑豊かな金山や八王子山

系の丘陵のほかは、概ね平坦な地形である。 
本市は、自動車産業を中心とした工業、藪塚温泉、重要文化財、歴史

的建造物等を中心とした観光産業、肥沃な恵まれた土地を生かした農業

と各産業がバランス良く共存し発展している。 
しかし、昭和 35 年の首都圏都市開発区域の指定を契機とした産業の飛

躍的な発展により都市化が進展し、人口増加が著しくなり、農地の宅地

開発化が進んでいった。中心市街地の都市化および農地の宅地開発に伴

い、生活環境の悪化、公共用水域の汚濁も進んできた。 
このため、昭和 41 年に中心市街地において下水道事業に着手し、その

後、農村部においては農業集落排水施設事業、住宅団地ではコミュニテ

ィ・プラント事業による汚水処理施設の整備を推進し、平成 4 年には新

田処理区に着手し、生活環境の改善、公共用水域の環境保全に寄与して

きた。 
平成 17 年度からは汚水処理施設整備交付金を活用し、公共下水道事

業、農業集落排水施設事業及び浄化槽設置事業を推進し、汚水処理人口

普及率は平成 17 年 3 月末の 57.8％から平成 22 年 3 月末では 69.6％に向

上した。 
 （以下略） 

４ 地域再生計画の目標 
 太田市は平成17年3月に旧太田市、尾島町、新田町および藪塚本町が合

併してできた新しい市である。本市は、群馬県東部に位置し、人口220,078
人（平成21年4月1日現在）、面積176.49平方キロメートルであり、南部

には利根川、北部には渡良瀬川が流れており、緑豊かな金山や八王子山

系の丘陵のほかは、概ね平坦な地形である。 
本市は、自動車産業を中心とした工業、藪塚温泉、重要文化財、歴史

的建造物等を中心とした観光産業、肥沃な恵まれた土地を生かした農業

と各産業がバランス良く共存し発展している。 
しかし、昭和 35 年の首都圏都市開発区域の指定を契機とした産業の飛

躍的な発展により都市化が進展し、人口増加が著しくなり、農地の宅地

開発化が進んでいった。中心市街地の都市化および農地の宅地開発に伴

い、生活環境の悪化、公共用水域の汚濁も進んできた。 
このため、昭和 41 年に中心市街地において下水道事業に着手し、その

後、農村部においては農業集落排水施設事業、住宅団地ではコミュニテ

ィ・プラント事業による汚水処理施設の整備を推進し、平成 4 年には新

田処理区に着手し、生活環境の改善、公共用水域の環境保全に寄与して

きた。 
平成 17 年度からは汚水処理施設整備交付金を活用し、公共下水道事

業、農業集落排水施設事業及び浄化槽設置事業を推進し、汚水処理人口

普及率は平成 17 年 3 月末の 57.8％から平成 21 年 3 月末では 69.6％に向

上する見込みである。 
 （以下略） 
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変  更  後 変  更  前 
５－１ 全体の概要 
下水道事業は、公共下水道として現認可区域のうち、新田処理区の全

域および西邑楽処理区の一部（太田第 2 処理分区，太田第 4 処理分区の

一部）、中央第 2 処理区の一部を対象に管渠整備を行い、農業集落排水

施設事業は、前小屋地区の整備を行う。 
浄化槽事業については、設置者の申請に基づき設置費補助を行なう個

人設置型（他の汚水処理事業による整備地区を除く区域）と、地区を設

定する市町村設置型（只上町一区、花香塚地区、大舘・出塚本村地区、

下強戸地区及び東金井町二区地区）により事業を行い、更なる汚水処理

施設整備交付金の有効な活用を図り、汚水処理人口普及率の向上により

都市環境の再生を推進する。 
 
 
５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 
［事業区域］ 
・公共下水道  太田市新田処理区、西邑楽処理区、中央第２処理区 
・浄化槽（個人設置型）  太田市全域（ただし、公共下水道認可区域、

浄化槽（市町村設置型）事業区域、農業集落

排水事業採択及び整備済み地区、コミュニテ

ィ・プラントによる整備済み地区を除く） 
・浄化槽（市町村設置型） 太田市只上町一区、花香塚地区、大舘・出

塚本村地区、下強戸地区及び東金井町二区地

区 
・農業集落排水施設    太田市前小屋地区 

 

５－１ 全体の概要 
下水道事業は、公共下水道として現認可区域のうち、新田処理区の全

域および西邑楽処理区の一部（太田第 2 処理分区，太田第 4 処理分区の

一部）、中央第 2 処理区の一部を対象に管渠整備を行い、農業集落排水

施設事業は、前小屋地区の整備を行う。 
浄化槽事業については、設置者の申請に基づき設置費補助を行なう個

人設置型（他の汚水処理事業による整備地区を除く区域）と、地区を設

定する市町村設置型（只上町一区、花香塚地区、大舘・出塚本村地区）

により事業を行い、更なる汚水処理施設整備交付金の有効な活用を図り、

汚水処理人口普及率の向上により都市環境の再生を推進する。 
 
 
 
５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 
［事業区域］ 
・公共下水道  太田市新田処理区、西邑楽処理区、中央第２処理区 
・浄化槽（個人設置型）  太田市全域（ただし、公共下水道認可区域、

浄化槽（市町村設置型）事業区域、農業集落

排水事業採択及び整備済み地区、コミュニテ

ィ・プラントによる整備済み地区を除く） 
・浄化槽（市町村設置型） 太田市只上町一区、花香塚地区及び大舘・

出塚本村地区 
・農業集落排水施設    太田市前小屋地区 
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変  更  後 変  更  前 
［整備量］ 
・公共下水道   φ200～350 27,573m 
・浄化槽（個人設置型）   2,845 基 
    （市町村設置型）  295 基 
・農業集落排水施設     φ150  1,050m 舗装復旧Ａ＝5,000 ㎡

マンホールポンプ 2 基  
 なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
・公共下水道 新田処理区 8,175 人 

西邑楽処理区  760 人 
中央第２処理区 320 人 

・浄化槽（個人設置型）  7,830 人 
・浄化槽（市町村設置型）          796 人 
・農業集落排水施設         1,570 人 

［事業費］ 
 ・公共下水道           事業費 1,500,000 千円 

（うち、交付金 750,000 千円）

 ・浄化槽（個人設置型） 事業費  652,650 千円 
（うち、交付金  217,550 千円）

・浄化槽（市町村設置型）事業費  293,106 千円 
（うち、交付金  116,261 千円）

・農業集落排水施設   事業費  53,200 千円 
（うち、交付金  26,600 千円）

合  計    事業費 2,498,956 千円 
（うち、交付金 1,110,411 千円）

［整備量］ 
・公共下水道   φ200～350 27,573m 
・浄化槽（個人設置型）   270 基 
    （市町村設置型）  2,845 基 
・農業集落排水施設     φ150  1,050m 舗装復旧Ａ＝5,000 ㎡ 

マンホールポンプ 2 基  
 なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
・公共下水道 新田処理区 8,175 人 

西邑楽処理区  760 人 
中央第２処理区 320 人 

・浄化槽（個人設置型）  7,830 人 
・浄化槽（市町村設置型）          580 人 
・農業集落排水施設         1,570 人 

［事業費］ 
 ・公共下水道          事業費 1,500,000 千円 

（うち、交付金 750,000 千円） 
 ・浄化槽（個人設置型） 事業費  652,650 千円 

（うち、交付金  217,550 千円） 
・浄化槽（市町村設置型）事業費  250,138 千円 

（うち、交付金  83,379 千円） 
・農業集落排水施設   事業費  51,250 千円 

（うち、交付金  25,625 千円） 
合  計    事業費 2,454,038 千円 

（うち、交付金 1,076,554 千円） 
 


